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６
月
は
児
童
手
当
「
現
況
届
」

の
提
出
を
お
忘
れ
な
く

　

児
童
手
当
を
受
け
て
い
る
方
は
、

毎
年
６
月
に
「
現
況
届
」
を
提
出

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の

届
は
、
毎
年
６
月
１
日
に
お
け
る

状
況
を
記
載
し
、
引
き
続
き
手
当

を
受
け
る
要
件
が
あ
る
か
ど
う
か

を
確
認
す
る
た
め
の
も
の
で
す
。

こ
の
届
の
提
出
が
な
い
と
、
６
月

以
降
の
手
当
が
受
け
ら
れ
な
く
な

り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※�

公
務
員
の
方
は
、
勤
務
先
へ
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

■
提
出
期
限　

６
月
30
日
㈫

■
現
況
届
に
必
要
な
も
の

　

印
鑑
（
別
途
、
書
類
の
提
出
が

必
要
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
）

■
受
給
資
格

　

中
学
校
修
了
前
（
15
歳
到
達
後
、

最
初
の
３
月
31
日
ま
で
）
の
児
童

を
養
育
し
て
い
る
方
。

■
児
童
手
当
の
額　

�

・
３
歳
未
満　

月
額
１
万
５
千
円

�

・
３
歳
以
上
～
小
学
校
修
了
前

　

月
額
１
万
円

　
（
第
３
子
以
降
は
１
万
５
千
円
）

�

・
中
学
生　

月
額
１
万
円

　

た
だ
し
、
所
得
制
限
以
上
の
場

お知らせ６月

合
は
こ
の
月
額
は
適
用
さ
れ
ず
、

児
童
１
人
あ
た
り
月
額
５
千
円
が

支
給
さ
れ
ま
す
。

※
第
３
子
の
数
え
方
に
関
す
る
補
足

　

養
育
す
る
児
童
（
18
歳
に
達
す

る
日
以
後
の
最
初
の
３
月
31
日
ま

で
の
間
に
あ
る
児
童
）
の
う
ち
、

年
長
者
か
ら
第
１
子
、
第
２
子
…

と
数
え
ま
す
。

■
手
続
き

　

福
祉
課
ま
た
は
各
総
合
支
所
・

出
張
所

■
問
い
合
わ
せ

　

福
祉
課�
民
生
福
祉
班

☎
０
８
２
０
（
７
７
）
５
５
０
５

子
育
て
世
帯
臨
時
特
別
給
付
金

を
支
給
し
ま
す

■
対
象
者

　

令
和
2
年
4
月
分（
3
月
分
含
む
）

の
児
童
手
当
を
受
給
し
て
い
る
方

■
手
続
き

　

手
続
き
は
原
則
、
不
要
で
す
。

※�

た
だ
し
、
公
務
員
の
方
の
み
居

住
市
町
村
へ
の
申
請
が
必
要
で

す
。
期
限
が
あ
り
ま
す
の
で
、

お
早
め
に
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。（
周
防
大
島
町
の
申
請
期
限

は
、
９
月
30
日
㈬
）
申
請
に
は

所
属
庁
の
証
明
が
必
要
で
す
の

で
、
証
明
に
関
す
る
詳
細
は
所

属
庁
へ
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

■
支
給
方
法

　

原
則
、
児
童
手
当
の
受
給
口
座
へ

の
振
り
込
み
に
よ
り
支
給
し
ま
す
。

※�

口
座
を
変
更
・
解
約
等
し
、
給

付
金
の
支
給
に
支
障
が
生
じ
る

恐
れ
が
あ
る
場
合
は
、
至
急
、

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

※�

口
座
の
変
更
・
解
約
等
に
よ
り

12
月
31
日
㈭
ま
で
に
給
付
金
の

振
り
込
み
が
で
き
な
い
場
合
は
、

本
給
付
金
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

■
問
い
合
わ
せ

　

福
祉
課�

民
生
福
祉
班

☎
０
８
２
０
（
７
７
）
５
５
０
５

木
造
住
宅
耐
震
診
断
・
耐
震

改
修
補
助
事
業
に
つ
い
て

　

町
で
は
、
地
震
災
害
対
策
の
一
つ

と
し
て
、「
木
造
住
宅
耐
震
改
修
補

助
事
業
」
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
木
造
住
宅
の
耐
震
改

修
工
事
に
係
る
費
用
の
80
％
を
補

助
す
る
制
度
で
、
最
大
で
１
０
０
万

円
を
限
度
に
町
が
助
成
し
ま
す
。

　

ま
た
、「
木
造
住
宅
耐
震
診
断
」

は
一
般
診
断
法
に
よ
り
建
物
の
構

造
評
点
を
算
出
す
る
も
の
で
、
木

造
住
宅
の
耐
震
改
修
補
助
を
受
け

る
際
に
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

本
事
業
は
平
成
17
年
度
か
ら
無
料

で
実
施
し
て
お
り
、
今
年
度
は
15
戸

の
調
査
を
予
定
し
て
い
ま
す
が
、
予

お
知
ら
せ

定
戸
数
を
超
え
た
場
合
は
、
選
考
に

よ
り
来
年
度
の
調
査
に
さ
せ
て
い
た

だ
く
こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で
、
あ
ら

か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

●
耐
震
診
断

■
対
象

　

次
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
せ
ば

耐
震
診
断
を
受
け
ら
れ
ま
す
。

�

・
一
戸
建
て
木
造
住
宅
で
、
在
来
軸

　

組
工
法
、
伝
統
的
工
法
お
よ
び
枠

　

組
壁
工
法
で
建
築
さ
れ
た
も
の

�

・
昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
に
着

　

工
し
た
も
の

�

・
一
戸
建
て
の
専
用
住
宅
（
住
宅

　

部
分
が
50
％
以
上
の
併
用
住
宅

　

も
含
む
）

�

・
３
階
建
て
以
下
で
現
に
居
住
し

　

て
い
る
も
の

■
申
込
方
法

　

各
総
合
支
所
、
出
張
所
に
備
え

て
あ
る
申
込
書
に
必
要
書
類
を
添

え
て
総
務
課
（
大
島
庁
舎
）
ま
た

は
各
総
合
支
所
、
出
張
所
に
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

■
申
込
期
限　

10
月
30
日
㈮

●
耐
震
改
修

■
対
象

　

次
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
せ
ば

耐
震
改
修
補
助
を
受
け
ら
れ
ま
す
。

�
・
耐
震
診
断
済
み
の
一
戸
建
て
木

　

造
住
宅
で
、
上
部
構
造
評
点
が

　

１
・
０
未
満
の
も
の

�

・
耐
震
改
修
工
事
に
よ
り
上
部
構

　

造
評
点
が
０
・
７
以
上
に
向
上

　

す
る
も
の

�

・
今
年
度
中
に
改
修
工
事
に
着
手

　

し
、
完
了
す
る
も
の

�

・
町
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
人

■
申
請
方
法

　

次
の
書
類
と
印
鑑
を
持
参
し
、

総
務
課
（
大
島
庁
舎
）
で
手
続
き

し
て
く
だ
さ
い
。　

�

・
対
象
住
宅
の
建
築
年
月
日
が
確

　

認
で
き
る
書
類
（
固
定
資
産
税

　

課
税
明
細
書
の
写
し
等
）

�

・
耐
震
診
断
結
果
報
告
書

�

・
改
修
後
の
上
部
構
造
評
点
が
確

　

認
で
き
る
補
強
計
画
書

�

・
改
修
工
事
費
の
見
積
書
、
内
訳
書

■
問
い
合
わ
せ　

　

総
務
課�

消
防
防
災
班

☎
０
８
２
０
（
７
４
）
１
０
０
０

自
衛
官
候
補
生
募
集

■
応
募
資
格

　

18
歳
以
上
33
歳
未
満
の
者

■
受
付
期
間　

　

年
間
を
通
じ
て
受
付

■
試
験
期
日

　

受
付
時
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

　

自
衛
隊
山
口
地
方
協
力
本
部　

　

柳
井
地
域
事
務
所

☎
０
８
２
０
（
２
２
）
８
１
９
９


